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「宇都宮市地域防災計画」の概要 

○ 総則編 

現行計画の概要 計画（修正案）の概要 ページ 

第２節 防災関係機関等の役割分担 

（第２ 市民及び事業所の基本的責務） 

「自らの生命は自ら守る」という自助が防災の基本であり，平

常時は，地域の防災活動に積極的に参加するとともに，災害発生

時には，自身の身を守り，自主防災組織に協力する。 

【修正】（第２ 市民及び事業所の基本的責務） 

「自らの生命は自ら守る」という自助，「自分たちの地域は自分

たちで協力し合って守る」という共助が防災の基本であり，平常

時は，地域の防災活動に積極的に参加するとともに，災害発生時

には，自身の身を守り，自主防災組織に協力する。 

Ｐ１１ 

第３節  市勢の概要 

（第３ 災害履歴） 

栃木県の周辺で起こり得るとされている地震 

内陸型地震（内陸の活断層で発生する地震） 

地 震 
マグニチュード 

（地震の大きさの規模）

地震発生確率 

（30年以内） 

立川断層帯 ７．４程度 ほぼ0.5％～2％ 
 

【修正】（第３ 災害履歴） 

栃木県の周辺で起こり得るとされている地震 

内陸型地震（内陸の活断層で発生する地震） 

地 震 
マグニチュード 

（地震の大きさの規模）

地震発生確率 

（30年以内） 

立川断層帯 ７．４程度 ほぼ0.5％～2％

【参考】関谷断層 ７．５程度 ほぼ0％ 
 

Ｐ１９ 

第４節 地震被害想定 

（第１ 前提条件） 

  平成７～８年度に実施した防災アセスメント調査を基に，海

洋型地震（震度６弱），直下型地震（震度７）を想定し，避難

者数等の被害を予測する。 

【修正】（第１ 前提条件） 

県が平成２５年度（平成２６年５月公表）に実施した「地震被

害想定調査」の結果を基に被害想定（本市役所直下地震マグニチ

ュード６．９）を行う。 

Ｐ２０ 

～２１ 

（第２ 被害想定） 

地震の発生時刻は冬季の平日の夕方とした。 

○ 建物被害 

 ・ 全壊     7,809 棟 

 ・ 半壊     27,130 棟 

○ 人的被害 

 ・ 死者     637 人 

 ・ 負傷者   2,085 人 

  ・  避難者   46,540 人 

【修正】（第２ 被害想定結果） 

○ 建物被害（想定シーンは冬 深夜） 

 ・ 全壊       9,847 棟 

 ・ 半壊       28,532 棟 

○ 人的被害 

 ・ 死者     610 人（想定シーンは冬 深夜） 

 ・ 負傷者   7,241 人（想定シーンは冬 深夜） 

  ・  避難者   48,483 人（想定シーンは冬 夕方） 

※ 各項目において，最大の被害を想定していることから，時間

帯が違うものを採用している。 

 

○ 震災対策編 第１章 災害予防計画 

現行計画の概要 計画（修正案）の概要 ページ 

第３節 防災訓練計画 

（第１ 総合防災訓練） 

市民や防災関係機関，学校，事業所等の参加を得て，総合防

災訓練を実施する。 

【追記】（第１ 総合防災訓練） 

市民や防災関係機関，学校，事業所等の参加を得て，総合防災訓

練を実施する。 

ア 地震発生又は緊急地震速報が発表された場合の避難行動訓練 

Ｐ３３ 

第４節 自主防災組織の育成に関する計画 【修正】第４節 地域防災の充実に関する計画 Ｐ３５ 

市民や事業所等が協力し，効率的な地域防災活動が図れるよ

う，自治会，事業所等による自主防災組織の育成・強化を図る。

【修正】市民や事業所等が協力し，効率的な地域防災活動が図れる

よう，自治会，事業所等による自主防災組織の育成・強化を図ると

ともに，自助・共助の精神に基づく活動支援体制の整備を行う。 

Ｐ３５ 

 

 

 

 

【新規】（第５ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進）

 一定の地区内の市民，事業者が，防災訓練の実施，備蓄等自発的

な防災活動の推進に努めるため，必要に応じて，地区防災計画を作

成し，市防災会議に提案することができる。 

Ｐ３８ 

 

 

第５節 応援体制の確立に関する計画 

（第１ 防災関係機関との連携） 

防災会議，防災訓練，連絡会等を通じて，災害時に迅速な

応急対策が実施されるよう，連携を強化する。 

【修正】（第１ 防災関係機関との連携） 

防災会議，防災訓練，国・県・市災害対策連絡協議会等を通じて，

災害時に迅速な応急対策が実施されるよう，連携を強化する。 

Ｐ３９ 

（第４ 民間業者等との連携） 

民間業者との新たな協定の締結について推進する。 

【追記】災害発生時に事業所等が保有する施設，資機材等の提供を

受ける「防災協力事業所等登録制度」により，市，事業所等，地域

が連携した防災協力体制を強化する。 

Ｐ４０ 

 

第１０節 飲料水・食糧等の確保計画 

 【新規】（第２－４ 平常時における燃料確保対策） 

県と栃木県石油商業組合との災害協定が円滑に運用できるよう，

平常時から連携を図り，災害時の車両や重要施設への燃料確保対策

に努める。 

Ｐ５９ 

 

 

第１１節 防災拠点・避難場所等の整備計画 

（第１－３ 災害活動拠点） 

救援物資の集積や応援人員の配備調整を図るため，大規模

公園等を中心に，災害活動拠点として必要な整備を図る。 

【追記】（第１－３ 災害活動拠点） 

県が道の駅等を支援物資供給拠点等に位置づけしており，市は関

係機関と連携しながら，道の駅の防災機能の充実・強化を促進する。

Ｐ６０ 

 

 

（第２－１ 避難場所の指定） 

(2) 一時避難場所の指定 

一時避難場所とは，災害が発生した場合，一時的に避難し，

様子を見て情報を得る場所をいい，浸水想定区域，土砂災害

警戒区域等に指定する。 

 

 

【修正】（第２－１ 避難場所の指定） 

(2) 一時避難場所の指定（災害対策基本法第 49 条の 4～6の「指定

緊急避難場所」） 

一時避難場所とは，災害が発生した場合，一時的に避難し，身

の安全を図る場所をいい，浸水想定区域，土砂災害警戒区域等に

指定する。 

 

Ｐ６１ 
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(3) 広域避難場所の指定 

 

(3) 広域避難場所の指定（災害対策基本法第 49 条の 4～6の「指定

緊急避難場所」） 

（第２－２ 避難所の指定） 

(1) 避難所 

家屋の焼失や倒壊により被害を受けた者，あるいは被害を

受けるおそれのある者が生じた場合，避難所として利用する

施設を避難所として指定する。 

【修正】（第２－２ 避難所の指定） 

(1) 避難所（災害対策基本法第 49 条の 7～9の「指定避難所」） 

一時的に難を逃れる緊急時の避難場所と区別して，被災者が一

定期間生活する場所としての避難所を平常時から事前に指定す

る。 

Ｐ６２ 

第14節 災害時要援護者支援計画 【修正】第14節 要配慮者支援計画 Ｐ６９ 

（第１－１ 在宅災害時要援護者対策） 

(1) 災害時要援護者の把握 

在宅で生活している高齢者や障がい者のうち，支援が必要

な要援護者について，日頃から次のような情報の把握に努め

るものとする。 

ア 居住地，自宅の電話番号 

イ 家族構成 

ウ 保健福祉サービスの提供状況 

エ 近隣の連絡先，災害時の当該地域以外の連絡先その他災

害時の安否の確認方法（複数の連絡先，安否確認方法等を

把握） 

オ 緊急避難時に特別なケアが必要とする者 

(2) 避難支援計画の策定 

安全かつ適切に避難誘導ができるよう，自主防災組織，自

治会，民生委員，地区社会福祉協議会，福祉協力員，老人ク

ラブ会員等を中心とした連携・協力体制を整備し，要援護者

を支援するのに必要な情報を記載した「災害時要援護者希望

申込書兼台帳」の整備を図り，要援護者一人一人に配慮した

避難支援計画の策定に努める。 

(3) 地区支援班 

要援護者の把握や避難支援者の選任など，日頃から要援護

者を支援する体制を整備するとともに，災害時に情報伝達や

安否確認などを行うため，地区支援班の設置に努める。 

【修正】（第１－１ 在宅要配慮者対策） 

(1) 避難行動要支援者名簿の作成 

ア 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

災害発生時に自ら避難することが困難であり，避難の支援

を要する者 

イ 名簿の作成に必要な個人情報及びその入手方法 

・ 市の関係部局が把握している情報を集約する。 
・ 必要に応じ県知事に情報提供を求める。 

(2) 避難行動要支援者名簿の更新 

把握している情報を適宜更新し，最新情報の把握に努める。

(3) 避難行動要支援者名簿の提供 

ア 名簿情報の提供 

(ｱ)平常時から個人情報の提供に同意した者については，予め

支援関係者に情報提供する。 

(ｲ)災害発生時には要支援者を保護するため，同意の有無に関

わらず，避難支援等の実施に必要な限度で，避難支援等関係

者に名簿情報を提供する。 

イ 避難支援等関係者 

各地区支援班（自主防災会，自治会等），消防，警察等を避

難支援等関係者とする。 
(4) 避難行動要支援者名簿の適正管理について 

提供を受けた者に対し，守秘義務が課せられることを説明・

指導し，名簿情報を適正に管理する。 

(5) 災害時における避難行動要支援者名簿の活用 

ア 避難のための情報伝達 

避難に関する情報を広報車，市ホームページ等により周知

するほか，避難支援等関係者から要支援者に口頭で伝達する。

イ 避難行動要支援者の避難支援 

地区支援班が名簿情報に基づき，要支援者の特性に配慮し

避難支援を行う。 

 避難行動要支援者の定義 

１ 要介護３以上の在宅生活高齢者 

２ 「ひとり暮らし高齢者等安心ﾈｯﾄﾜｰｸ事業」の見守り対象者 

３ 身体障がい者手帳１・２級 

４ 療育手帳Ａ･Ａ１･Ａ２ 

５ 精神障がい保健福祉手帳１級 

６ 障がい者福祉サービスを受けている難病患者 

 ※４～６のうち「施設入所支援」・「療養介護」受給者を除く

７ その他災害時の支援が必要と市長が認める方 

 ※７は，妊産婦，こども，外国人等を含む 

Ｐ６９ 

～７３ 

 

○ 震災対策編 第２章 災害応急対策計画 

現行計画の概要 計画（修正案）の概要 ページ 

第３節 災害情報収集・伝達計画 

 【新規】（第５－４ 被災者情報の収集等） 

(1) 被災者台帳の整備 

被害状況や各種の支援措置の実施状況等を一元的に集約した

被災者台帳を必要に応じ作成し，総合的かつ効率的な支援の実

施に努める。 

(2) 安否確認情報 

被災者の安否について市民等から照会があった場合，被災者

等の権利利益を不当に侵害することのないように配慮しつつ，

可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

Ｐ１０９ 

第５節 応急避難対策計画 

（第１－２ 避難準備情報，避難勧告・指示の実施） 

避難準備情報，避難勧告・指示は，「宇都宮市避難勧告等の

判断・伝達マニュアル」に基づき，直近の気象情報や河川巡視

等からの報告を含め，総合的に判断し発令する。 

【追記】（第１－２ 避難準備情報，避難勧告・指示の実施） 

市長が避難指示等を判断する場合において，知事や気象台等に対

し，助言を求めることができる。 

また，避難指示等の発令にあたり，避難のための立退きが危険な

場合は，屋内での待避等の安全確保措置を指示する。 

Ｐ１１６ 

（第５ 避難所の管理運営）避難所の生活環境に常に注意を払

い，良好に保つよう以下の対策を実施する。 

【追記】（第５ 避難所の管理運営）また，避難者に必要な情報を

提供する。 

Ｐ１２１ 

第 13 節 食料・生活必需品供給計画 

（第２ 生活必需品の供給）(2) 民間業者等からの調達 

発災後に必要な物資は，民間業者との協定に基づき流通業

者に協力を要請し，調達する。 

【追記】（第２ 生活必需品の供給）(2) 民間業者等からの調達 

通常の燃料供給ルートが機能しない場合等には，県と栃木県石油

業協同組合で締結した協定に基づき，予め指定した緊急車両や重要

Ｐ１６１ 
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施設等に対して優先的に燃料を供給するよう要請する。 

第 14 節 医療・助産計画 

 【新規】（第１－２ 実施体制） 

医療救護活動の実施に当たり，災害医療本部を設置する。 

災害医療本部内には現地総括者，現地医療指揮者，現地医科医

療指揮者，現地歯科医療指揮者，現地薬剤指揮者を配置する。 

Ｐ１６４ 

 

 

（第１－２ 救護班等の出動要請） 

(1) 救護班等の出動要請 

ア 市長は，災害の発生を知ったときは，直ちに職員を現地

に派遣し，その状況を把握するとともに，知事，関係機関

に災害の状況等を通報するほか，必要に応じ医療関係団体

に対し，特別救護班等の出動を要請する。 

イ 市長は，災害の状況に応じ，知事に対して，救護班の出

動その他救急医療活動に必要な措置について要請する。 

【修正】（第１－４ 特別救護班等の編成と活動） 

(1) 特別救護班等の出動要請 

・ 市長は，必要に応じ医療関係団体に対し，特別救護班等の出

動を要請する。 

・ 特別救護班等は，災害時医療救護活動マニュアルに基づき，

出動するものとする。 

・ 市は災害の状況に応じ，知事に対し医療支援チーム等の出動

その他救急医療活動に必要な措置について要請する。 

Ｐ１６７ 

 

 

（第１－３ 特別救護班） 

(1) 編 成 

特別救護班の編成は，医師，看護職，柔道整復師事務職を

もって構成する。 

 

 

【修正】（第１－４－(2)） 特別救護班等の編成等 

ア 医科特別救護班 

医師，薬剤師，看護師，柔道整復師，事務職で構成する。

イ 歯科特別救護班 

歯科医師，歯科衛生士，事務職で構成する。 

ウ 薬剤供給班 

薬剤師で構成する。 

 

○ 震災対策編 第３章 災害復旧・復興計画 

現行計画の概要 計画（修正案）の概要 ページ 

第１節 公共施設等の災害復旧 【修正】第１節 公共施設等の災害復旧・復興 Ｐ２１６ 

 【新規】（第３ 復興計画の策定等） 

著しく異常かつ激甚な非常災害時においては，市は必要に応じ

「大規模災害からの復興に関する法律」に基づき，県が定めた復

興基本方針を踏まえ，復興計画を定めるものとする。 

１ 復興推進本部の設置 

必要に応じて復興推進本部を設置し，国，県を始め関係機

関との連絡調整を行いながら，復興対策を実施する。 

２ 復興計画の作成 

県の復興基本方針を踏まえ，被災の復旧にとどまらず再建に

向けた復興計画を策定し，計画的に復興を進める。 

Ｐ２１７ 

第４節 民生安定化のための緊急措置 

（第４ 被災者生活再建支援制度） 

１ 被災者生活再建支援制度 

災害により著しい被害を受けた者に対して，都道府県が

拠出した基金を活用し被災者生活再建支援金を支給する。 

【追記】（第４ 被災者生活再建支援制度） 

２ 栃木県被災者生活再建支援制度 

被災者再建支援法が適用されない被災世帯を支援するため，県

と市町が共同し，支援制度を創設している。 

Ｐ２２５ 

 

 

 

○ 風水害・放射線等対策編 第１章 災害予防計画 

現行計画の概要 計画（修正案）の概要 ページ 

第11節 土砂災害予防計画  

 【新規】（第４－２ 警戒避難体制の整備） 

市は，警戒区域の指定があった場合，警戒区域毎に，土砂災害

に関する情報の収集及び伝達，予報又は警報の伝達，避難，救助

その他土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する

事項を定める。 

Ｐ１７ 

 

 

 

○ 風水害・放射線等対策編 第２章 災害応急対策計画 

現行計画の概要 計画（修正案）の概要 ページ 

第３節 災害情報収集・伝達計画 

（第３－４ 予警報の種類と内容） 

 (1) 注意報・警報・気象情報 

ア 注意報 

  イ 警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追記】ウ 特別警報 

宇都宮地方気象台は，警報の発表基準をはるかに超える豪雨な

ど重大な災害の起こるおそれが大きい場合に「特別警報」を発表

する。市は，速やかに市民への周知を図る（防災情報メール，ホ

ームページ，広報車の巡回など）。 

種類 発    表    基    準

大 雨
特別警報

・台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が
予想される場合 
・数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大
雨が予想される場合 

暴 風
特別警報

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴
風が予想される場合 

暴 風 雪
特別警報

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪
を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大 雪
特別警報

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

 

Ｐ３５ 

 

 

第８節 水防計画 
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【新規】水防計画は，別冊「宇都宮市水防計画」によるものとして

おり，下記のとおり，「宇都宮市水防計画」P44に記載 

第36 河川管理者の協力 

市長は，自らが行う水防のための活動に対し，河川管理者

に協力を依頼することができる。 

 

【新規】第 33 節 突風・竜巻等対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

（第１ 市民への普及啓発） 
１ 竜巻の特性 

竜巻などは，発現時間が短く極めて小規模な現象のため，

最新の技術を用いても観測や予測が難しいので「竜巻注意情

報」の精度は必ずしも高くない。 

２ 竜巻に関する広報 

市民が竜巻に関する気象情報を入手して発生に備えておく

必要があることから，平時より，とるべき行動等を周知する。

Ｐ７９ 

 

 

 

 

 

 

 

（第２ 竜巻等の発生時の情報収集・提供等） 

１ 情報の収集・提供 

気象台や報道機関との連携など平常時から情報の収集・提

供のできる体制整備に努める。 

２ 目撃情報を活用した竜巻注意情報の提供 

目撃情報による竜巻注意情報については，防災メール等で

市民に対して情報提供に努める。 

 

【新規】第 34 節 雪害対策計画 

 

 

 

（第１ 災害発生の未然防止） 

大雪時に安全な道路交通の確保が図られるよう，降雪の状況に

応じた除雪等の措置を適切に実施するための体制整備に努める。

Ｐ８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第２ 積雪対策） 

１ 道路整備 

市民の安全な生活の確保を図るため，道路管理者は，積雪，

堆雪等に配慮した道路や設備の整備，維持管理等を行う。 

２ 除雪体制の整備 

大雪時に，緊急に道路交通を確保し，市民の除雪中の事故

防止を図るため，除雪を実施する体制の整備に努める。 

３ 連絡体制の強化 

異常な降雪により通信障害が発生した場合においても，連

絡体制が確実に機能するよう，通信手段の多様化に努める。

 

第35節 放射線対策計画   

 【新規】（第１ 原子力災害対策重点区域等） 

本節の計画の作成又は修正に際し，原子力規制委員会が定める

「原子力災害対策指針」を十分に尊重する。 

（第１－１ 原子力災害対策重点区域） 

 ①予防的防護措置を準備（ＰＡＺ：原子力施設から概ね５km） 

②緊急時防護措置を準備（ＵＰＺ：原子力施設から概ね５～30km）

（第１－２ プルーム通過時の防護措置を実施する地域：ＰＰＡ）

ＵＰＺ（原子力施設から30km）の範囲外であっても，プルーム

通過時には防護措置が必要となる場合がある。 

（第１－３ 緊急事態区分及び緊急時活動レベル） 

緊急事態の初期対応段階を３つに区分 

・ ＥＡＬ１：警戒事態 

・ ＥＡＬ２：施設敷地緊急事態 

・ ＥＡＬ３：全面緊急事態 

（第１－４ 運用上の介入レベル） 

防護措置の実施基準としてＯＩＬが設定 

ア 避難・屋内退避等 

 ・ ＯＩＬ１：住民等を数時間内に屋内退避等させる基準 

 ・ ＯＩＬ２：住民等を１週間程度内に一時移転させる基準

イ 人のスクリーニング等 

 ・ ＯＩＬ４：除染を講じるための基準 

ウ 飲食物のスクリーニング，摂取制限 

 ・ ＯＩＬ６：飲食物の摂取を制限する際の基準 

Ｐ８２ 

 

 【新規】（第２ 注意活動：ＥＡＬ１）             

近隣県における原子力発電所等において事故等（ＥＡＬ１）が

発生した場合，市は県と連携しながら情報の収集にあたり，必要

に応じ市民に情報を提供する。 

Ｐ８５ 

 【新規】（第４－５－(1) 飲食物の摂取制限） 

  国の緊急時モニタリング結果等の情報を集約する原子力規制委

員会は，測定結果に基づく摂取制限の内容等について地方公共団

体に伝達し，地方公共団体が住民等へ周知する。 

Ｐ８８ 

 【新規】（第６－４ 各種制限の解除） 

  市は，県と連携を図り，原子力災害応急対策として実施された

立入制限，交通規制，飲食物の出荷制限，摂取制限等各種制限措

置の解除を行うとともに，解除実施状況を確認する。 

Ｐ９０ 

 


